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(57)【要約】
　セルラ無線システムにおいて、無線基地局から移動機
へ送信されるメッセージに、複数のセルID、特に複数の
E-UTRAN物理層ID(PCID)が、属するエリア、特にトラッ
キングエリアに従ってグループ化される。一実施形態に
おいて、グループ化されたセルID情報は同報メッセージ
として送信される。トラッキングエリアグループと共に
IDがグループ化されている同報メッセージを受信する、
マルチRAT（例えばGERAN/E-UTRAN）対応の移動機は、同
一エリアに属する隣接セルを判別することが可能になる
。その結果、E-UTRANセルへのセル再選択が、トラッキ
ングエリアが許可されていないことを理由に拒否された
場合、移動機は、拒否されたセルと同一のPCIDグループ
に含まれないE-UTRANセル、すなわち同一トラッキング
エリアに属さないへのセル再選択を直ちに開始すること
を許可されることができる。これにより、それらセルへ
のセル再選択を開始するための待機時間が不要となる。
【選択図】　図４



(2) JP 2012-500559 A 2012.1.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラ無線システムにおけるセルIDに関する情報を、無線基地局から移動機へ送信する
方法であって、
　属するエリアに従ってグループ化された複数のセルIDを含んだメッセージを生成するス
テップ(301)と、
　前記メッセージを前記無線基地局から前記移動機へ送信するステップ(303)と、を有す
ることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記複数のセルIDがE-UTRAN(Evolved Universal Mobile Telecommunications System T
errestrial Radio Access Network)物理層セルIDであることを特徴とする請求項１記載の
方法。
【請求項３】
　前記エリアがトラッキングエリアであることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の
方法。
【請求項４】
　前記グループ化された複数のセルIDの情報が、同報メッセージとして送信されることを
特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　移動機においてセル再選択を行う方法であって、
　属するエリアに従ってグループ化された複数のセルIDを含んだメッセージを受信するス
テップ(401)と、
　セル再選択を実行するステップ(403)と、
　前記移動機が選択したセルで拒否された場合、削減されたバックオフ時間の経過後に、
他のグループに属するセルの選択を試行するステップ(405)と、を有することを特徴とす
る方法。
【請求項６】
　前記移動機が選択したセルで拒否された場合、前記他のグループに属するセルの選択が
直ちに実行されることを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記移動機が、前記移動機がセルに拒否された情報と、該セルが前記グループのどれに
属するかの情報とに基づいて、測定／測定報告を実行する(407)ことを特徴とする請求項
５又は請求項６記載の方法。
【請求項８】
　セルラ無線システムにおけるセルIDに関する情報を送信するように構成された無線基地
局であって、
　属するエリアに従ってグループ化された複数のセルIDを含んだメッセージを生成する手
段(108)と、
　前記メッセージを前記無線基地局から前記移動機へ送信する手段(108)とを有すること
を特徴とする無線基地局。
【請求項９】
　前記複数のセルIDがE-UTRAN(Evolved Universal Mobile Telecommunications System T
errestrial Radio Access Network)物理層セルIDであることを特徴とする請求項８記載の
無線基地局。
【請求項１０】
　前記エリアがトラッキングエリアであることを特徴とする請求項８又は請求項９記載の
無線基地局。
【請求項１１】
　前記グループ化された複数のセルIDの情報を、同報メッセージとして送信するように構
成されたことを特徴とする請求項８乃至請求項１０のいずれか１項に記載の無線基地局。
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【請求項１２】
　セル再選択を行うように構成された移動機(103)であって、
　属するエリアに従ってグループ化された複数のセルIDを含んだメッセージを受信する手
段(102)と、
　セル再選択を実行する手段(102)と、
　前記移動機が選択したセルで拒否された場合、削減されたバックオフ時間の経過後に、
他のグループに属するセルの選択を試行する手段(102)と、を有することを特徴とする移
動機。
【請求項１３】
　前記移動機が選択したセルで拒否された場合、前記他のグループに属するセルの選択を
直ちに実行するように構成されたことを特徴とする請求項１２記載の移動機。
【請求項１４】
　前記移動機がセルに拒否された情報と、該セルが前記グループのどれに属するかの情報
とに基づいて、測定／測定報告を実行するように構成されたことを特徴とする請求項１２
又は請求項１３記載の移動機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はセルラ無線システムにおいて情報を提供するための方法及び装置に関する。本
発明は特に、セルラ無線システムにおけるセル識別情報の送信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代パートナシッププログラム(3GPP)内では、新たな無線アクセス技術(RAT)を導
入するための作業が行われている。この新たなRATはE-UTRAN (Evolved Universal Mobile
 Telecommunications System Terrestrial Radio Access Network)と呼ばれ、ロングター
ムエボリューション(LTE)としても知られている。規定される項目の１つは、E-UTRANと、
GSM/EDGE (Global System for Mobile Communication/ Enhanced Data rates for GSM Ev
olution)無線アクセスネットワーク(GERAN)及びUMTS (Universal Mobile Telecommunicat
ions System)地上無線アクセスネットワーク(UTRAN)といった、他の既存RATとの相互動作
(interworking)である。
【０００３】
　セルラ無線システム内の移動機に隣接E-UTRANセルに関する情報を知らせるため、この
手順は隣接する（許可された）E-UTRAN周波数に関する情報と、必要に応じて、E-UTRAN周
波数ごとの非許可隣接E-UTRANセルの”ブラックリスト”とを同報する。そして、E-UTRAN
セルは、E-UTRAN周波数ごとに局所的に固有なIDである、それらの物理層セルID(PCID)を
通じて特定される。PCIDのグループを例えば国境によってブラックリスト化する必要があ
る場合についての、複数組のPCIDの効率的な符号化が3GPP内で現在検討されている。その
理由は、どのE-UTRANセルがブラックリスト化されているのか、又はブラックリスト化さ
れていないのかに関する情報を、同報チャネル上で送信する必要があるからである。一般
に同報チャネルの容量は非常に限られており、そのためできる限り同報チャネルのリソー
スの利用を制限する必要がある。
【０００４】
　一方で、隣接GERAN及びUTRANセルに関する情報は、許可された隣接GERAN及びUTRANセル
のリストとして送信される。セルは複数の異なるエリアに分割され、GERAN及びUTRN内部
では複数のロケーションエリア／ルーティングエリアに、E-UTRAN内部では複数のトラッ
キングエリアに分割される。従って、各セルは、ロケーションエリア／ルーティングエリ
ア（GERAN及びUTRAN）又はトラッキングエリア（E-UTRAN）に属する。
【０００５】
　（GERANモードの）移動機が、UTRAN及びE-UTRAN(LTE)のような非GERANアクセス技術に
属するセルについて測定を実施する場合、移動機はそれらセルが属するロケーションエリ
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ア／ルーティングエリアを知らない。さらに、一部のシナリオにおいて、移動機は特定の
ロケーション／ルーティング／トラッキングエリアに入ることが許されない。これは、移
動機がそのエリア内のセルにセル再選択を実施しようとしたときに明らかになる。現状、
GERANからUTRANへの場合、移動機は、所定時間、すなわちバックオフ時間の間、同一周波
数上のいかなるUTRANセルへのセル再選択の試行も許されない。これは、その移動機が、
他のUTRANセルがどのロケーション／ルーティングエリアに属しているかを知らないから
である。
【０００６】
　従って、移動機が異なるロケーション／ルーティング／トラッキングエリアを有するエ
リア内に存在し、それらの一部が許可され、一部が許可されない場合、一部のシナリオに
おいて、最初のセル再選択が許可されないセル／エリアに対して試行されたことにより、
移動機は許可されたセルのどれに対してもセル再選択を実行できなくなるであろう。これ
は、アイドルモードでも、移動機が(NC0及びNC1モードでの）セル再選択／ハンドオーバ
を制御するパケット伝送モードのいずれでも起こりうる。
【０００７】
　移動機が個別モード(dedicated mode)又はパケット伝送モードにある場合、移動機は、
対応するシナリオにおいて非許可ロケーション／ルーティング／トラッキングエリアに属
するセルの不必要な測定を行っているかもしれず、また不必要な測定報告を送信するかも
しれない。非許可エリアのリストが、それらエリアで過去に拒否されたアクセスに基づい
て移動機に保持される。
【０００８】
　従って、セル再選択を実行する際に遭遇する問題を除去もしくは削減する方法及び移動
機が必要とされている。
【発明の概要】
【０００９】
　本発明の一目的は、上述した問題のいくつかを解決するか、少なくとも削減することで
ある。
【００１０】
　この目的および他の目的は、添付した請求項に説明される方法及びシステムによって実
現される。従って、本発明によれば、無線基地局から移動機へ送信されるメッセージ内に
、セルID、特にE-UTRAN物理層ID(PCID)が、セルIDが属するエリア、特にトラッキングエ
リアに従ってグループ化される。一実施形態において、グループ化セルID情報が同報メッ
セージとして送信される。
【００１１】
　そのような、PCIDがトラッキングエリアグループとともにグループ化されている同報メ
ッセージを受信する、マルチRAT（例えばGERAN/E-UTRAN）対応の移動機は、同一エリア（
例えばトラッキングエリア）に属する隣接セル（例えばE-UTRANセル）を判別することが
可能になる。その結果、あるセルへのセル再選択が、エリアが許可されていないことによ
り拒否された場合、移動機は、そのエリアのセルの同一グループに含まれないセルへ直ち
にセル再選択を開始することを許可されることができる。これにより、それらセルへのセ
ル再選択を開始するための待機時間が不要となる。
【００１２】
　一実施形態によれば、移動機でセル再選択を実行する方法が提供される。この方法は、
属するエリアに従ってグループ化されたセルIDを含んだメッセージを受信するステップを
有する。そして、移動機はセル再選択を実行し、選択されたセルにおいて移動機が拒否さ
れた場合には、削減されたバックオフ時間の経過後に、他のグループに属するセルの選択
を試行する。
【００１３】
　個別／パケット伝送／デュアル伝送モードの移動機は、許可されていないエリア／トラ
ッキングエリアに属する全てのセルについての不要な測定／測定報告を回避するために、
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同一エリア／トラッキングエリアに属するセルのグループに関する情報を用いることがで
きる。
【００１４】
　一実施形態によれば、個別／パケット伝送／デュアル伝送モードの移動機に、それらモ
ードにおける一部の隣接E-UTRANセルに関して適用される特定のルールについて通知する
ための仕組みが提供される。例えば、同一セルに関して、アイドルモードではセル再選択
がサポートされていてもハンドオーバはサポートされないことを移動機が通知されること
ができる。そのような情報は、異なるPCIDグループの意味についての情報、例えばブラッ
クリストについての情報を、同報されるシステム情報に含めたり、個別モード／パケット
伝送モード／デュアル伝送モードにおいて、測定／測定報告に含めるべきでない追加のPC
IDについて、移動機にネットワークが知らせるようにしたりすることの少なくとも一方に
よって、移動機に送信されてよい。
【００１５】
　本発明はまた、上述した内容に従って構成された無線基地局及び移動機にも及ぶ。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】セルラ無線システムを示す図である。
【図２】例示的なシナリオを示す図である。
【図３】E_UTRAN周波数を同報する際に実行される手順を説明するフローチャートである
。
【図４】同報されたE_UTRAN周波数を受信する際に実行される手順を説明するフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明を非限定的な例によってより詳細に説明する。
　図１に、例示的なセルラ無線システム１００を示す。図１の例において、ネットワーク
は、E-UTRANセルを有するエリアに展開されたGERANシステムである。セルラ無線システム
は、基地送受信局(BTS)に関連付けられた複数の基地局１０１を有する。無線基地局１０
１は、ある好適な無線アクセス技術(RAT)を用い、移動機１０３についての無線アクセス
を提供することができる。移動機はセル再選択を実行するためのモジュール１０２を有す
る。セルラ無線システム１００は、E-UTRAN物理層セルID(PCID)を、それらが属している
トラッキングエリアに従ってグループ化するように構成されてもよい。これは、例えば無
線基地局１０８内のモジュールで実行されてもよい。隣接するE-UTRAN周波数／セルに関
する情報は、ある無線アクセス技術を用いて無線基地局１０１によってネットワーク内で
同報される。ここで説明する例示的な実施形態において、無線アクセス技術はGERANであ
るが、他のいかなるRATであってよい。セルが属するトラッキングエリアに従ってグルー
プ化されたE-UTRAN物理層セルID(PCID)を有する、同報される情報は、ネットワークが移
動機に、以下の事項を非限定的に含む様々な事項を知らせることを可能にする。
・PCIDの異なるグループを送信することにより、どの隣接E-UTRANセルが同一トラッキン
グエリアに属するのか、
・PCIDのグループに対する実際のトラッキングエリア。
【００１８】
　従って、例えばグループが同一ネットワークに属していないことによりグループが許可
されないか、セルが同一トラッキングエリアに属するグループであるかを移動機に知らせ
るために、各PCIDグループについて情報が含められている。
【００１９】
　図２に、例示的なシナリオであって、２つの異なるトラッキングエリアに属し、従って
図１とともに説明されたように異なるPCIDグループに属する複数のE-UTRANセルを、隣接
セルに有する１つのGERANセルが示されている。図２において、GERANセルは、３つのE-UT
RANセルとともにエリア内に展開されている。E-UTRANセルの１つは第１トラッキングエリ
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ア(TA1)に属し、E-UTRANセルの２つは第２トラッキングエリア(TA2)に属している。
【００２０】
　図３は、グループ化されたセルIDを送信する際にセルラ無線システムの無線基地局で実
行される手順のステップを示すフローチャートである。まず、ステップ３０１において、
E-UTRAN物理層セルID(PCID)のようなセルIDが、セルの属するエリア（例えばトラッキン
グエリア）に従って情報メッセージ内にグループ化される。次に、ステップ３０３で、情
報メッセージが例えば同報メッセージとして移動機に送信される。
【００２１】
　一実施形態に従い、同一トラッキングエリアに属するPCIDのグループに関する情報を受
信し、エリアがそのユーザに許可されていないためにそれらセルの１つにおいて拒否され
た移動機は、そのPCIDグループに含まれないいずれかのセルに入ることを試行するように
構成される。つまり、トラッキングエリア内でPCIDがどのようにグループ化されているか
についての情報を有する移動機は、移動機が拒否されたPCIDグループに含まれないセルに
関して待ち時間を必要としない。他のセルは他のトラッキングエリアに属しているからで
ある。
【００２２】
　個別モード／パケット伝送モード又はデュアル伝送モードにおいて、移動機は、許可さ
れないトラッキングエリアに属するPCIDのグループに関する情報を、それらセルについて
の不要な測定／測定報告を回避するために用いるように構成されてよい。
【００２３】
　図４に、セルラ無線システムに接続可能な移動機において、セル再選択を実行及び／又
は測定すべきセルを判別する際に実行される手順のステップを示すフローチャートである
。まず、ステップ４０１において、セルの属するトラッキングエリアに従ってグループ化
されたE-UTRAN物理層セルID(PCID)のようなグループ化されたセルIDを有する情報メッセ
ージが受信される。次に、ステップ４０３において、移動機はセル再選択を実行する。そ
の後、ステップ４０５において、第１エリアのセルで拒否された場合には、移動機は直ち
に、あるいは削減されたバックオフ時間の経過後に、トラッキングエリアのような別のエ
リアから、セルの選択を再試行する。移動機はさらに、ステップ４０７において、測定を
実行すべきセルを選択するために、許可されていないエリア（例えばトラッキングエリア
）に属するセルID（例えばPCID）のグループに関する情報を用いてもよい。例えば移動機
は、移動機が個別モード／パケット伝送モード又はデュアル伝送モードにある際に拒否さ
れたエリアに属するセルについての測定／測定報告を行わないように構成されることがで
きる。
【００２４】
　一実施形態によれば、ブラックリスト化されたE-UTRANセルに関する情報は、個別モー
ド／パケット伝送モード又はデュアル伝送モードにある移動機により、アイドルモードに
ある移動機とは異なる用いられ方をする。これらのモードを別に取り扱う理由は、個別／
パケット伝送／デュアル伝送モードの１つ又はいくつかにおいて、セルへのハンドオーバ
は不可能／不許可であるのに対し、アイドルモードではセル再選択が可能／許可されるた
めである。ブラックリストに載せられたE-UTRANセルに関する情報の用い方を異ならせる
ために、複数の異なる方法を用いることができる。例えば、ブラックリストに載せる意味
に関する情報が、同報システム情報に含められてもよく、及び／又は個別モード／パケッ
ト伝送モード／パケット伝送モード測定にある場合に測定及び測定レポートに含まれるべ
きでない追加のPCIDについてネットワークから移動機に知らせるようにしてもよい。
【００２５】
　GERANからE-UTRANへに関して説明された。同じ方法をUTRANセルに関しても適用可能で
ある。この場合、ネットワークから移動機へ送信される情報に、UTRANセルが属している
ロケーションエリア／ルーティングエリアに従ってUTRANセルをグループ化してしてもよ
い。
【００２６】
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　さらに、異なるセルIDが、異なるトラッキングエリア／ロケーションエリア／ルーティ
ングエリアにどのようにグループ化されているかに関する情報が、ネットワークから移動
機に同報されたり個別に送信されたりされてよい。同一の方法を、他の無線アクセス技術
において送信される情報についても適用することができる。
【００２７】
　ここで説明した方法及び装置の利用は、マルチRAT対応の移動機が、どの隣接セルが同
一エリア（例えばトラッキングエリア）に属する隣接セル（例えばE-UTRANセル）である
のかを知ることを可能にさせる。これは、E-UTRANの場合、同一エリア（例えばトラッキ
ングエリア）に属するPCIDのグループに関して通知することによって実現される。あるセ
ルへのセル再選択が、エリア（例えばトラッキングエリア）が許可されていないことによ
り拒否された場合、移動機は、同一PCIDグループに含まれないセル（例えばE-UTRANセル
）へ直ちにセル再選択を開始することを許可されてよい。従って、これらセルに関しては
待ち時間が不要である。
【００２８】
　個別／パケット伝送／デュアル伝送モードの移動機もまた、許可されていないエリア（
例えばトラッキングエリア）に属する全てのセルに関する不要な測定／測定報告を回避す
るために、同一エリア（例えばトラッキングエリア）に属するセルのグループに関する情
報を用いることができる。これらアクティブモードでは、測定ギャップが非常に限定され
る。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成22年5月6日(2010.5.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　一方で、隣接GERAN及びUTRANセルに関する情報は、許可された隣接GERAN及びUTRANセル
のリストとして送信される。セルは複数の異なるエリアに分割され、GERAN及びUTRN内部
では複数のロケーションエリア／ルーティングエリアに、E-UTRAN内部では複数のトラッ
キングエリアに分割される。従って、各セルは、ロケーションエリア／ルーティングエリ
ア（GERAN及びUTRAN）又はトラッキングエリア（E-UTRAN）に属する。
　連合王国特許出願番号第GB 2 369 957号は、セルパラメータ情報を生成するための手段
を有する移動機及び基地送受信局を開示している。欧州特許出願第EP 1 944 994号は、隣
接セル情報がネットワークから移動機へ送信される無線通信システムを開示している。欧
州特許出願第EP 1 286 560号は、セルラ無線システムにおけるロケーションエリア更新の
ための方法及び装置を開示している。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
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　セルラ無線システムにおけるセルIDに関する情報を、無線基地局から移動機へ送信する
方法であって、
　属するトラッキングエリアに従ってグループ化された複数のセルIDを含んだメッセージ
を生成するステップ(301)と、
　前記メッセージを前記無線基地局から前記移動機へ送信するステップ(303)と、を有す
ることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記複数のセルIDがE-UTRAN(Evolved Universal Mobile Telecommunications System T
errestrial Radio Access Network)物理層セルIDであることを特徴とする請求項１記載の
方法。
【請求項３】
　前記エリアがトラッキングエリアであることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の
方法。
【請求項４】
　前記グループ化された複数のセルIDの情報が、同報メッセージとして送信されることを
特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　移動機においてセル再選択を行う方法であって、
　属するエリアに従ってグループ化された複数のセルIDを含んだメッセージを受信するス
テップ(401)と、
　セル再選択を実行するステップ(403)と、
　前記移動機が選択したセルで拒否された場合、削減されたバックオフ時間の経過後に、
他のグループに属するセルの選択を試行するステップ(405)と、を有することを特徴とす
る方法。
【請求項６】
　前記移動機が選択したセルで拒否された場合、前記他のグループに属するセルの選択が
直ちに実行されることを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記移動機が、前記移動機がセルに拒否された情報と、該セルが前記グループのどれに
属するかの情報とに基づいて、測定／測定報告を実行する(407)ことを特徴とする請求項
５又は請求項６記載の方法。
【請求項８】
　セルラ無線システムにおけるセルIDに関する情報を送信するように構成された無線基地
局であって、
　属するエリアに従ってグループ化された複数のセルIDを含んだメッセージを生成する手
段(108)と、
　前記メッセージを前記無線基地局から前記移動機へ送信する手段(108)とを有すること
を特徴とする無線基地局。
【請求項９】
　前記複数のセルIDがE-UTRAN(Evolved Universal Mobile Telecommunications System T
errestrial Radio Access Network)物理層セルIDであることを特徴とする請求項８記載の
無線基地局。
【請求項１０】
　前記エリアがトラッキングエリアであることを特徴とする請求項８又は請求項９記載の
無線基地局。
【請求項１１】
　前記グループ化された複数のセルIDの情報を、同報メッセージとして送信するように構
成されたことを特徴とする請求項８乃至請求項１０のいずれか１項に記載の無線基地局。
【請求項１２】
　セル再選択を行うように構成された移動機(103)であって、
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　属するエリアに従ってグループ化された複数のセルIDを含んだメッセージを受信する手
段(102)と、
　セル再選択を実行する手段(102)と、
　前記移動機が選択したセルで拒否された場合、削減されたバックオフ時間の経過後に、
他のグループに属するセルの選択を試行する手段(102)と、を有することを特徴とする移
動機。
【請求項１３】
　前記移動機が選択したセルで拒否された場合、前記他のグループに属するセルの選択を
直ちに実行するように構成されたことを特徴とする請求項１２記載の移動機。
【請求項１４】
　前記移動機がセルに拒否された情報と、該セルが前記グループのどれに属するかの情報
とに基づいて、測定／測定報告を実行するように構成されたことを特徴とする請求項１２
又は請求項１３記載の移動機。
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